
本移転先の例
　　西区下山門住宅

　　西区福重住宅

＜移転について（概要版）＞

○移転補償金は，毎年度金額が見直されます。

○現在お住まいの住宅から移転する際，畳・ふすまの修繕代は免除となります。

移転補償金

新住宅完成まで

現在お住いの住宅内

の空き住戸

新住宅完成後

建替後の新住宅

① 入居の保証

② 入居後５年間の家賃減額

③ 敷金の納付

④ 請書の提出 （緊急連絡先の提出）

① 仮移転先住宅の斡旋

② 仮移転先家賃の据え置き

移転補償金

移転補償金

新住宅完成までに

現在お住いの市営住

宅以外の住宅

① 本移転先住宅の斡旋

② 入居後５年間の家賃減額

③ 敷金の納付

④ 請書の提出 （緊急連絡先の提出）

移転補償金

新住宅完成までに

市営住宅を退去

※建替え後の新住宅には入居できません。
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※建替え後の新住宅には入居できません。

新住宅完成後

建替後の新住宅

① 入居の保証

② 入居後５年間の家賃減額

③ 敷金の納付

④ 請書の提出 （緊急連絡先の提出）
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